
【 駐 車 場 申 込 書 ・ 法 人 用 】 新 規 ・ 追 加 申込 日 ：令和 年 月

駐車場名 ： No. 

使用開始 日 ：令和

l 所在地 ：

年 月

日

日

駐車料 ： 円 [ 消費税 ：
円 . 月額賃料合計 ： 円

匡 帯保証人 極度額[= 月額賃料合計 24 ヶ 月分

ふ り が な 担当者 ：

会 社 名 TEL: （内線 ）．．
法 〒 会社TEL: 
人 会 社 住 所．．

会社 ρ4X = 
申
込 ふ り がな T·S·H 資本金 円

者
代 表 者 名 日 年商 円． 年 月

篇 〒 設立 日： 年 月 日

人
代表者住所

種 類 ： □上場 □非上場

事業 内容 従業員

メ ーカー ・ 車名 軽 。普 色 登 録 番 号 所有者
駐

車
軽 。普

車 軽 ・ 普

輌
軽 ・ 普

※ 車庫証明発行 不 要 ． 要 保証金 円 事務手数料 3 、300 円

※ 駐車プ レー ト
プ レー ト設置に関 しては借主で行って く ださ い。

※その際の事故等に関 しては当社は一切責任 を負いません。

ふ り が な

連 年 月 日生 歳 続柄 ：
氏 名

帯 丁 電話

保
現 住 所

携帯

証 勤 務 先 名 称 業種 ： 役職 ： 勤続 ： 年

人
勤 務 先 住 所 電話 ：

※ 申込書を ご記入後、 会社謄本コ ピーと 併せて ご提出下さ い。

: 岱六 央 ハウジング
〒n88 ―〇 8. 5 
沖縄県那覇市泊二丁目 . , T. 
T Cp 8nt Tt , , Tt 5t . 
ρ4 X 8nt ー t , , ー t 5t 8 口



こ の度 は弊社 管理駐 車場 にお 申 し込み頂 き あ り が と う ご ざい ま す。 つ き ま し て は下記 内容 を ご確 認の上、 お申

込み下さ い。

駐車場使用申込に関す る 同意事項

.E 本申込書記載内容に虚偽の記載及び重大な誤 り がある場合は、 ご契約ができ ません。 ま た、 必要書類の不

足や申込書内に空欄がある場合、 審査が開始出来ず、 申込受付 と な り ませんので ご注意く ださ い。

2. 申込内容につき ま しては、 勤務先や連帯保証人に確認の連絡を させていただき ます。

3. 連帯保証人の方は、 原則三親等以内で、 且つ安定 した収入のある方をお願い致 します。

4. ご契約にあた り 、 賃料保証会社にご加入 していただき ます。

5. 審査の結果ご契約をお断 り する 際は、 審査内容や理由は申し上げられません。

6. 解約予定に関しては、 駐車場使用開始希望 日に沿えない場合や、 解約キ ャ ンセル等のやむを得ない事由に

よ り 契約を行えない場合も ご ざいます。 その場合、 既に支払い済みの契約金は返金を行いますが、 それ以上

の損害賠償請求等には応 じ られません。

7. 契約中に管理上、 やむを得ず駐車指定場所の変更が必要 と弊社が判断 した場合を除き 、 それ以外の理由で

駐車指定場所の変更を行 う こ と はで き ません。 あ らか じめ、 借主の責にて駐車場使用車両の駐車可否のご確

認をお願いいた します。

以上の事に同意 し、本駐車場使用の申込を致 します。 氏 印

申し込みか ら駐車場使用開始ま での流れ

□ 申込 ・ 内容審査

↓ 審査の結果、 ご契約をお断 り する場合も ご ざいますので、 ご了承下さ い。

審査が済みま した ら ご契約へ と進み、 使用開始 日、 ご契約 日のご相談を致 します。

□ ご契約 。契約金お支払い

↓ 事前にご契約 日時を決定 し、 弊社で契約内容のご説明を行います。

※契約形態によ り 、 契約時ま でにご用意いただ く も のが異な り ますので ご確認 く だ さ い。

※ご契約金のお支払いは、 使用開始 日の i 日前ま でにお願い致 します。

タ 約圭森の不 や 約金の入金 咽が取れない A 駐車 の使用をする こ と が 来ませんので

ご了承 く だ さい＾

□ 契約締結 ・使用開始



あ ん しん 保 証 株 式 会 社 御 中

ρ4X 番号 0570-002-440 あんしんプラス 申込書 （法人用）
（トランクルーム ・コンテナ・駐車場用）（立替払委託契約申込書）

あん しん保置株式会社
東京●中島川区東品川四T1!12■4 号
品川シーサイドバークタワー, 疇
TEL,0570-039·440 FAJ!,0570-002·440 
※上記ナピダイヤルは、大阪市北区に着●し、
着信鍮まで〇遍信将はお審檬〇ご負祖とな児ぱ す．
口定纏末からの■■「4X ご利用の場合は、
最大で22.5 秒ごと こ11 円 （税込）の■●科が

お客様のご負担となります．

当社 （申込法 人）は「個 人情 報の取り扱いに関 する同意約款 」の内容を承認のうえ、あんしんプラス 立替 払委託契約の申込を致 します。また、私 （代表 者 ，

連帯 保守認予定者 ）は別紙 「個人情報の取り扱いに関する同 意約款」の内容を承 認のうえ、あんしんプラス 立替払委託 契約の書 査 申込を致 します。

[ 申込日年月日 [ 20 年 月 日. . 会員番号 . フ !8)7)6 卜瑾 1 l l [ l l l [ l l l . . 申込区分 [9 新規 . し 物 件移動 [9 物件追加 . 
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提携契約番号 80011400002 
株 式会社 大央ハ ウ ジン グ 本社

更新 ：無 し
TEL:098-866 一8281 「AX:098-866-8280 
【あんしん保証 沖綱支店】

担 当者名

；
「【お申法 人の方 へ 】

本 申込 書 は正 式契約前 の 申込 書です。審査 結 果 は上記 管理会

社 ・仲 介会社 へ 通知いたしま す 。当社 が 契約を承諾 す る場 合 は別

途 正 式な契約 手続き が 必要 とな りま す。本 申込書 の 記 入 内容 と後

日提 出いただく契約書 や確認 資料等 の 内容 が相違 している 場 合

や 、お客 様の状 況が 変 化している 場 合 は、本 申し込み や審 査結 果

の如何 に関わ らず 、ご要 望 に添えない場 合も ご ざいま す。

【SMBC C 保証】

あんしん保肛株式会社 からのお問合せ先は上記管理会社になります．

名称

TEL 担 当者名

代筆不可 ・代筆発覚時は契約無効となります。

(2022 年6 月改 定 ）



1 個人情報の取 り 扱 いに関す る 同意約款 】

本契約 の申込者 （立替払委託契詢 申込法人及び同契約 に係 る 連帯保証人 を含む。

以 ト 、 全員 を指 し． 「申込者」 と い う ） は、 あん しん保証株式会社 （以 ド 、 当掟 と い う ）
が． 下記記載 の各条項 に1 述い、 個人情報 を取 り 扱 う こ と に同意いた します。

第 1 条 （個人情報）
個人情報 と は下記記載 の各情報 をいい、 その情報 を構成す る 民名、 住所、 電話番号等
個人 を特定、 識,,1 で き る も のを いいます。 ま た． その情報 のみで は識,,1 で き な い湯合

で も ． 他の情報 と容易に照合す る こ と がで き 、 結果的に個人 を識摯で き る も のも 個人

情報に含 まれます．
① 当社所定の立替払委託契約 申込書、 賃貸保証委託お よ び立替払委託契約 書、 連帯｛呆証

契約書に記載 された 申込者の会社名、 会社住所、 設立 日、 資本金、 年商、 事業内容．

氏名． 性前 ． 生年月 日、 住所、 電話番号、 メ ーn レア ド レス 、 国籍 ． 家族構成． 職業、
勤務先名称 ． 勤務先所在地、 勤務先電話番号、 営薬内容、 所属部課 、 役職名、 勤続年

数． 税込年収。 支払 n 座、 n 座名義人。 申込者 の実家住所 ． 実家電話番号。 緊急連絡

先の氏名、 電話番号． 申込者 と の続柄 、 年齢、 ｛主所、 連絡 可能時間。 車両所有者 の氏

名 ま たは名称． 車両徒用者の氏名ま た は名称、 初年度，，録年月、 車台番号． 有熟期間
の満了す る 日。 本契約 の申込者 が本契約の委託者であ る こ と に相違ない こ と を確認す

る ために申込者か ら原本の提示ま たは写 しの交付を受 けた運転免許証 ・ 健康｛呆険証等

に記載 さ れた本人識月,1 情報、 賃貸借 申込物件のi 吏用 目的を確認す る ため
に申込者か ら原本の提示 または写 しの交付 を受けた登録事項証明等証明書等に記載 さ

れた情報、 ま たは審査資料 に記載の情報、 も し く は本人特定ま た は所在確認のために
当社が窓n に請求 し 自ら交付 を受 けた戸籍謄本． 住民粟等に記載の情報。

® 本契約 に関す る賃貸借 申込物件の住所 ． 物件名、 賃料、 保険料、 電気料金、 ガ ス 料金

等の契約情親

® 本契約 の締結黎に当社が知 り え る 賃料 、 保険料、 電気料金、 ガ ス 料金に関す る 支払状
況等の取引情報。

® 当社が知 り えた申込者の付属情報並びに特定の個人 を識別 で き る 音声録音情報

⑤ 当社が知 り えた緊急連絡先等の付属情報。
〇本契約締結後に連絡、 通知等を受け知 り えた変更情報。

⑦ 申込者の本契約 に関す る滞納状況。

第 5 条 （信用情報機 関への登録 と利用）

L 当社 が加盟す る 個人信用情報機 関（個人の支払能カ ・ 返済能力に関す る情報の収集お
よ び加盟会員に対す る 当該情報の提供 を業 と す る者）お よ び当該機 関 と 提携す る 個人

情報機 関に照会 し、 申込者の個人情報が登録 さ れている場合には、 申込者の支払能
力 ・ 返済能力の調査のた めに当社がそれを利用す る こ と に同意 しま す。

2. 申込者に係 る本契約に基づ く 個人情報． 客観的な取引事実が、 当■の加盟す る 個人

信用情報機関に下表 に定める期間登録 され 当社が加盟 ずる 個人信用情報機関お よび

当該機関 と 提携す る個 人信用情報機 関加盟会員 よ り 申込者の支払能 力、 返済 能力に
関す る調査 のために斑用 さ れる こ と に同意 します。

糠式会掟 シー • アイ ・ シー(CIC) 

:::~g~~ ピ ： ： 実[ 777777~ ;77~ ;~ f : :: : : ' か月間

3. 当社 が加盟す る 個人信用情報機 関の名称、 所在地、 お問合わせ電話番号は、 9 記の と
お り です。 ま た、 本，，r, 期間q, に新 たに個人｛貢用情報機関に力[[ 盟 し、 登録 、 利用す る

場合は、 別途 、 書 9 面によ り 通知 し、 同意 を得 る も の と しま す。

①株式会社 シー • アイ ・ シー(CIC) 
. 割賦販売法お よ び貸金業法に基づ く 指定｛貢用情報機関）

〒160 8375 東京都 新宿区西新宿1237 新宿フ ァ 一ス ト ゥ ェ ス ト15 階
お問い合わせ先 ： 0120810 414 
ホームペー ジア ド レ ス : httpsl//www.e>c.oo.Jp 
※株式会社 シー • アイ ・ シーの加盟資格、 加盟会員 企業名等の詳細は、 上記同笠の

ホームペー ジを ご覧 く だ さ い。

4. 当社 が加盟す る 個人信用情報機 関く株式会■シー · アイ ・ シー）と提携す る個人信用情
報機 llll は、 ) · 記 の とお ，トです。

①全国銀有個 人信用情報セ ン ター(KSC) 
〒100 8216 東京都 千代 1ll 区丸の内131 
お問い合わせ先 ：03 3214 5020 
ホームページア ド レス ，httpsl//www.wn 印nkyn.nc.jp/ 即ic/ 
※全国銀行個人. 許用情報セ ン タ ーの加 盟資格、 カ[[ 盟企業名等の詳細は、 上記同社の
ホームベージ を ご覧 く だ さ い。

® 株式会社 日本信用情報機構(JI CC) (貸企業法 に基づ く 指定｛言用情報機関）

〒110 0014 東京都 台東区北 上' " 1014 f 主友不動産 ヒ 野 ピル5 号館
お問い合わせ先 ：0570 055 955 
ホームページア ド レス 1 httpsl//www.ji~ 、cc.jp/ 
※株式会社 日本有 用情報機構の加盟資格、 加盟企業名 等の詳細は、 上記同薔のホーム
べー ジを ご覧 く だ さ い。

5. ヒ 記 3 に記載 さ れている 当社が加盟す る個人｛言m 情報機関に登録す る 情報は、 下記の

と お り です。

①稼式会掟 シー · アイ ・ シー(CIC) 
氏名 、 生年月 日、 住所、 電話番号． 勤務先、 勤務先電話番号、 運転免許証番号等の記
号番号等本人 を特定す る た めの情報、 等。 契約 の種類、 契約 日、 契約額、 商品名 、 お

よ び契約回数等契約 内容に関す る情報、 等。 利用残高、 支払 日、 完済 日、 延滞等支払

い状況に関す る情報 、 等。

第 ( 条 （個人情報の利用 目的について）

摯込者は、 当社が下記の 目的のため第 1 条の① 、 ②、 ® 、 ® 、 〇 、 ⑥、 ⑦ の個人情報
を利用す る こ と に同意 します。

①支払能力を調査す る た め．

® 当社 と 申込者 と の取引お よ び交渉経過 その他の事実に関す る記録保存のた め。
® 当社の与焙 に係 る 商品お よ びサー ビス のご案内のため．

④ 当社内部 におけ る 市場調査お よ び分析並びにサー ビ スの研究およ び開発のた め。

⑤ 申込者の所在確認お よび連絡の返答 を得 る た め゜
⑥そ の｛也本契約 に基づ く 一切の債務履行確保のた め．

第 ~ 条 （個人情報の第三者への提供お よ び取得 について）

申込者 は、 当社が下記の範囲で第 1 条の各条項の個人情報 を第三者に提供お よ び

第三者か ら取得す る こ と に同意 します゜
① 申込者 は、 提供お よ び取得す る 第二者の範囲 を表記管理会社若 し く は管理会社指

定のイ中介薬者およ び本物件 の賃貸人、 保険会社並びに電気事業者、 ガ ス 事業者、
当社が指定す る取納代 f f 会 l t 、 当l t が提携す る 信販会社、 賃借人の同居人およ び

緊急連絡先、 緊急連絡先の同居家族、 親権者、 親権者の同居家族 とす る こ と に
同意 しまず。

② 申込者は、当構が中込者か らの 申込みに基づ く 審査結果 を表記管理会社 も し く は

管理会社指定の仲介業者、 保険会社並びに電気事業者 、 ガ ス 事業者、 本物絆の賃

貸人並びに当社が擁定す る収納代行会社、 当社が提携す る信販会社へ通知す る こ

と に同意 します。 審査結果 は、 審査時点のも ので あ り 、契約時点で個人情報に著
しい情報の変更や虚偽があっ た場合、 本契約が不成 立 と な って も 申込者 は異議 を

申 しません。 なお、 申込者 は、 当l t が審査結果の割定につ いて、 ー切開示 しない

こ と に同意 します゜
〇約款の変更

本約款 は、法令 に定める手続 き によ り 、必要な範囲内で変更で き る も の と し、同 意
の取1 辱も し く は適切な方法での通知ま たは公表 を行 う も の と します。

第 i 条 （個人情報の正確性）

当社は、 ご提供いただいた個人情報を正確 にデー タ処理す る よ う に努めます。

偉 し、 ご提供いた だいた個人情報が正確かつ最新で あ る こ と については、 申込者

が責任 を負 う も の と します゜

第 , 条 （個人情報提供の任意性）

申込者は、 本契約 の利用 目的に限定 して必要な個人情報を 当普に提供す る こ と に

同意 します。 申込者か ら 当社に特定の個人情報 を提供 いただけない場合、 当社が

本契彩」を拒否す る こ と があ る こ と に申込者 は同意 します゜

第 ) 条 （本契約の各条項 に本国意の場合）

申込者が、 本契綺 の各条項に不同意の場合、 申込者は当社が本契約 を拒否す る 場
合があ る こ と に同意 し ます。

第 t 条 （個人情報の管理）

当社は、 その管理 下にある 個人情報の紛失、 誤用、 改変 を防止す る た めに、 適切
なセ キュ リ テ ィ 対策の実施 に努 めます。 個 人情報は権銀 を控つ莉用者のみがア ク

セ ス で き る安全な環境7· に 保警す る よ う 努 めます。

第 n 条 （統計データ の利用）

当社は、 提供 を受 けた個人情報 を も と に、 個人 を特定で き な い形式に加 工 した統

計デー タ を作成す る こ と があ り ます。 申込者は、 当社 が当該デー タ につ き何 ら の

制限な く利用す る こ と に同意 します゜

第 10 条 （契約不成 立の場合）

本契的 が不成立の場合で も 本 申込みを した事実は、 上記第 1 条お よび第 2 条 2 ①
に基づ き 、 当該契約 の不成立の理 由の如何 を 問わず一定期間利用 され ますが、

それ以外に利用 さ れ る こ と はあ り ませ ん。

第 11 条 （個人情報保護 管理者、 個人情報取 り 扱いに関す る 問い合わせ等の窓 口）

.E 管理者名 ・ 個人情報保護管理者 管理部担 当取締役

所属部署 ： あん しん保証株式会 l t 管理部
連絡先 ： 03-6627-3440 

2. 個人情報の開示等 （利用 目的の通知、 開示、 内容の訂正、 追加 、 削除、 利用の停

止ま たは消去、 第＝者への提供の停止） に関 し、 申込者の申出に従いご本人で あ

る こ と を確認 させていた だいた う えで対応 いた し ます。 申込者の個人情報 に関す

るお問い合わせはコ
申込者の個人情報 ご相談窓 口電話 ： 0120-561-440 
受付時間 r9r00~18rOO (士 日驚 日、 当社指定休 日は除 く ）

以上

※当社の ：個人情報 の取扱 に関す る 宣言 （プ ライ バ シース テ ー ト メ ン ト） 」 は、
当社のホームベー ジによ り 公表 しています。
httpsfl/snshin gs.cs.jpl 



. 立替払委託契約及び連帯保証契約 に関す る規約 （要約） 】
あん しん保証株式会社 （以↑、 甲と い う ） と 賃貸借喫約上の賃借 人兼保険契約並びに

電気需給契約、 ガ ス利用契約上の契約者 （以下、 こ と い う ） は、 乙が警理会社（以 ド 、

カ[[ 盟店 と い う ）ま たは賃貸人 と締結す る 表記記載物件に係 る ト ラ ン ク ルーム · コ ンテナ
・ 駐車場使用契約 （以下． 賃貸借契約 と い う ） に基づ く 乙の賃貸 人に対す る債務お よ

び 乙と表記記載の電力供給会社 （以下、 小売電気事業者 と い う ） が締結す る表記記載

物件に関す る電気需給契約 . 以 ド 、 電気需給，，約 と い う ） に基づ ＜乙の小売電気事業
者に対す る債務、 乙 と表記記載 の保険会社 （以 ド 、 保険会掟 と い う ） が締結す る 表記

記載物件 に関す る 保険契約 . 以下、 保険契綺 と い う ） に基づ く 乙の編険会社に対す る

債務、 並びに乙と表記記載のガス 供給会社 （以 ド 、 ガ ス 事業者 と い う ） が締結す る表

記記載物件 に庸 ずる 都市ガ ス利用契約 ま たはLP ガ ス利用契和1; I 以下、 総称 して ガス
利用契約 と い う ） に基づ ＜乙のガ ス 事業者 に対す る債務 に関 し、 下記第 5 条に定める

立替払いの範囲内において、 乙に事前に通知す る こ と な く 乙に代わっ て加盟店 また は

賃貸人、 小売電気事業者、 保険会社、 ガス 事業者に対 し寧前 に立替払いす る こ と を 甲
に委託す る立替払委託契約〈以 ド 、 本契約 と い う ）を締結 し、 以 下の とお り 合意 しま す．

第 1 条 （立瞥払いの範囲）

甲お よ び乙は、 立粋払いの範囲 について、 最大 ( ヶ 月分の保証委託契約書に記載 の
保証範囲内の う ち明渡訴訟費用以外の賃料等の賃貸費用並びに電気；；；給契約に基づ

く 電気料金、 保険契約に基づ く 保険料、 ガ ス利用契約 に基づ く ガ ス料金について立

替払いす る こ と を合意 します。

第 5 条 （締切 日 ・ 支払 口お よび支払方法）

I 乙は、 甲が立替払い した前条に定める全員およ び 「更新保証料」 r 月額保証料j に
ついて、 毎 月甲所定の期 日に締切 り 、 当月26 日 ,27 日 •28 日 ，29 日ない し翌月3 日

（指定金融機関によ り 異な り ます。 ） に甲に支払 う も の と します。

乞 乙は、 立替機払いによ る 支払金その1 也本契約 に基づ ＜乙の一切の支払債務 について、

乙が予め約定 した 甲の指定す る金融機 関の預金 口座か ら 口座振替の方法によ り 支払
う も の と します。 ただ し、 振替 口座 の雇出遅延、 金融機 関に対す る振替 口座設定手

続不備 、 乙の金融機関 と の n 座振替契約の解約等、 振替 口座 の設 定が さ れていない

場合そ の他 甲が特に指定 した湯合には、 甲指定の金融機 関 fl 座へ文払 う も の と しま
す。 なお、 女払 日が金融機関休 業 日の場合 、 翌営業 日と します。 ま た、 その際 、 乙

は、 甲に対す る 支払に要す る費用 （送金手数料等） を負担す る も の と します。

第 ( 条 （立替払いの求償権 と 遅延損害金並びに督促費用）

.E 乙が、 前条に定める 支払債務について前条の支払期 日に遅延 した場合、 甲は乙に対

し求償権を行使す る こ と がで き 、 乙は、 甲に対 して、 立替払金、 その立替払いに要

した費用お よ び保証料欄記載 の保証料の合計額、 並びに こ れ らの金員 に対す る 支払
期 日の翌 日か ら支払 日に至 る ま で年 14. 6% の制合によ る 遅延損害金 （年 3 6 5 
日の 日割 り 計算 によ る） を支払 う も の と します。 なお、 遅延損害金の制合等につい
て 乙は甲に対 し異議 申 し立て を しません。

乞 振替 口座の届出遅延、 金融機 関に対す る振替n 座設定手続 き不備、 残高不足等の

理 由によ り 前条の口座振替手続が不能 と な った場合、 前項 に定める遅延損害金 と は

別途 、 乙は甲に対 し督促費用の実費 と して 550 円 （内税50 円） を支払 う も の と

します、

第 ~ 条 〈連帯保証契約）
あん しん . 呆証株式会社 （以下、 甲 と い う ） と 、 連帯保証人 （以下、 丙 と い う ） は、

第 ( 条 （保証料）

甲 と 乙と の前記立替払委託契約 （以下、 本契約 と い う ） に基づ く 債務に関 し、 こ の財産
. 乙は、 入居時および更新時に表記の保証料欄4 またはr 記載の保証料を甲に支払 う も

及び収支の状況、 債務の壮混、 担保提供の有無に関す る情報提供 を受けた う えで、
のと します．，

5 賃貸借契約に基づ＜乙の賃；；人に対する債務について、 甲が加盟店または賃貸人も し
以下の と お り 合意 します。 く は保険会社、 小売電気事業者·、 ガス事業者に立替払いも し く は｛呆証偕務の履行を し
L 丙は、 本契約 に基づ ＜乙の甲に対す る一切の支払債務全般お よ びそれに付随す る た揚合、 乙は、 前項の｛呆証料 とは別に、 表記の保証料率欄 c 記載の金額も しく は、 C 

ー切 の費用について、 極度額 を 「本契約締結時の賃料及び共益費 · 管理費の合計額の 記載の料率を立替内容および｛呆証履行内容に乗 じた金額を月額無証料 と して甲に支払
24 ヶ 月分」 の範囲内で 乙 と連帯 して債務履行 の責任 を負 います。 う こ と に予め同意 します'

乞 丙は、 乙の連帯保証人 と して、 賃貸 人に支払いを した場合において も 、 甲に対 し、 ( 乙は、 保証料が税制等の改正および経済情勢等の変動によ り 変更される こ と に異釦
求償す る こ と はで き ない も の と します。 し立てを しません。

~ 乙. ま、 甲に対 し、 賃；；借物件を明け渡すまで、 引き続き本条に定める保証料を支払 う
こ とに予め同意 します'

5 甲は、 乙から徴収 した保証性の返金については理由の如何を問わず一切いた し ませIv, 
. 賃貸保証安託契約及び連帯保証契約 に関す る 規約 （要約） 】

あん しん保証株式会掟 （以■ 、 甲 と い う ） と 賃貸借，，r, ■の賃借人兼保険契約並びに

電気需給，，約、 ガ ス利用契約上の契約者 （以下、 こ と い う ） は、 乙が警理会社（以下、

カ[[ 盟店 と い う ）ま たは賃貸人 と締結す る 表記記載物件に係 る ト ラ ン ク ルー ム ・ コ ンテ

す ・ 駐車場使用契約 （以 ド 、 貨貸借契 約と い う ） に基づ く 乙の貨貸人に対す る債務お
よび 乙と 表記記載の電力供給会社 （以下、 小売電気事業者 と い う ） が締結す る表記記

載物件に関す る電気需給，，r, I 以■ 、 電気需給契約 と い う ） に基づ く 乙の小売電気事

業者に対す る債務、 乙と表記記載の保険会社 （以 ド 、 保険会社 と い う ） が締結す る表
記記載物件 に関す る｛呆険契詢 （以 ド 、 保険契約 と い う ） に基づ ＜乙の保険会社に対す

る債務、 並びに乙と 表記記載 のガ ス 供給会社 （以下、 ガ ス事業者 と い う ） が締結す る

表記記載物件 に関す る都市ガ ス利 用契約ま たはLP ガ ス利用契約 1 以 ド 、 総称 してガ
ス利 用契約 と い う ） に基づ ＜乙のガ ス 事業者に対す る債務に関 し、 ｛呆証委託契約 . 以
ド 、 本契約 と い う ） を締結 し、 以■ " とお り 合意 します。 なお、 甲 と 乙は、 ヒ 記各契
約 か ら生 じ る債務 に関す る 甲 と 乙と の立替払委託契約 . 以下、 立替払委託契約 と い う ）
が締結 さ れた こ と によ り 、 本契約 も 同時に締結 され る こ と について合意 します。

第 1 条 （契約の成立）

本契約 は、 甲と こ と の立替払晏託契約 が成 立 した こ と によ り 、 同時に成 立 します。
その後、 乙は本契約書を 甲に交付 します． た だ け、 加盟店 また は賃貸人、 小売電気

事業者、 保険会社、 ガ ス 事業者が本取引を開始す る た めには、 甲所定の手続 き が必

要 と な り 、 同手続 き がイヤわれた 口を本契約 の開始 日と します。 なお、 本契約 を更新
す る 際にも 、 同様 の手続 き が必要 と な り ます。

第 5 条 （保証の範囲）

1 甲は、 賃貸借契約 に基づ く こ の賃貸人に対す る｛責務お よびこ の電気需給契約 に基づ
く 小売電気事業者に対す る債務、 乙の保険契約 に基づ<J 呆険会■に対す る債務並び

に乙のガス剌用契約に基づ く ガ ス 事業者 に対す る債務 の う ち、 1 ヽ記 のいずれかに該

当す る も のについて 乙と連帯 して 、 立替払委託契約 に基づ き 立替払い さ れた金員お
よ びそ の金員 を超 え る債務 に関 し、 保証債務 を 1111 行す る も の と します。 なお ド 記に

定めた保証範囲の う ち対象 と な る 保証債務以外は全て対象外 と します。

ただ し、 小売電気事業者、 保険会機、 ガ ス 事業者、 賃貸人ま たは賃貸人の代理人 と

な る加盟店 と 甲と の間の保証契約書記載の保証の範囲 と 下記保証の範囲が異な る場
合は、 保証契約書記載の保証の範囲において保証す る も の と します．

倅丼悴岡

取扱対象物件 トランクルーム・コンテ十 駐車場

保証朔聞 明渡し完了まで 明渡し完了まで｛※ユ〕

トランクルーム・コンテナ使用料 駐車場使用料
保証項目

｛以下、月額賃料等という。） 1 以下、月額賃料等という。1 
残置物処理費用 保証対象 保証対象l ※, ,

明渡し交渉 保証対象

明渡し訴訟費用 保証対象

明渡し遅延損害金 1 ヶ月につき月額賃料等相当額

;i l l 早期解約 早期解約違約金1 よ、人居1 年未満は賃料〇多9 月分、入居1 年以上2 年未満〔ま賃

違約金 料の1 ヶ月分を限度として保証．以外は免責とする。

賃料(1)2 ヶ月分を最度として保証する。
原状回復費用

なお、賃貸人および甲が債務名議を取得できない原状回復費用は免除とする。

更新料 全額保証

(※l)f 呆証対象賃貸物i 牛の明渡 しに関する訴訟を提起 した場合は、 ｛呆証期博は債務名
義取得時点まで と します．，

（※2) 車両撤去費用は、 保·証対象外 と します。
（注 1) 賃貸人が乙に対 して一定期間賃料の支払いを免除した場合 （フ リ ーレン ト） 、

その期間の賃料は保証対象外 と します令
（注 50 戦争． 地痕、 天変地異等不可抗力によ う て生 じた損害は免責 と します。
（注 ( 0 火；災、 ガス爆発、 自殺等賃｛昔人の故意 ・過失行為によ って生 じた損害は免責と

します。
（注~0 賃貸借契約 または、 本契約の各条項に違反 した と きは免責 と します。
2 ①賃貸i 昔契約.l の賃借人並びに保険契詢、 電気需給契約、 ガス利用契約.l の契約書 と

して、 乙B0 氏名が記載 されていなかったと きは、 甲は前項の｛呆証債務を履行する義
務を負わないものと します.

②表記記載物件 （｛呆証対象物件） の入居書 （以下、 入居，，とい う） に変更が生 じた と
き、 乙が甲に入居，，の変更を通知 し、 それに対して甲の書面によ る承諾がない場合
. ま、 甲は、 賃貸人並びに保·険会社、 小売電気事業者·、 ガス事業者に対 し． 前項の保·
証債務を履行する義務を負わないも のと します"

® 乙の甲に対する債務の保証人が乙の代表者である場合． その代表考の変更が生 じた
と き、 乙が甲に代表者の変更を通知 し、 それに対する甲の書面によ る承諾がない場
合は、 甲は． 賃貸人並びに資険会社、 小売電気事業者、 ガス事業者に対 し、 前項の
i 呆証債務を履行する義務を負わないも のと します.

( ①甲と賃貸人またはその氏理店と なる加盟店との間の保証契約上の｛呆証範囲に、 r レ
ンタルスペ・ース （レンタn レオフィ ス ・ 自習室用レンタルルーム） J または 「貸地 ，
倉庫 J が含まれる場合は、 それぞれ、 上記取扱対象物件の う ち、 ［ トラ ン クルームJ 
並びに 「駐車場」 に含まれる も のと します。 但 し、 保·証期間以下の内容に関 しては、
それぞれ保証契約．たの保証範囲において保証する ものと します..

②前号の場合、 委託対象と なる賃貸借契約が定期賃貸偕契約であった場令、 本件委託
の効果は再契約 された賃貸借契約にも及ぶものと し ます．）

第 ~ 条 （求償金および誓促費用）
1 甲が、 保証債務を履行 した ときは、 甲は乙に対 し求償金を行使するこ とができ、 乙は、

甲に対 してその保証債務額、 保証債務履行に要 した費用および保証料欄記載の保証料
の合計額、 並びにこれ らの金員に対する支払期日の翌日から支払 日に至るまで年 14 
. 6%<1 割合によ る遅延損害金 （年365 日の日制 り 計算によ る） を支払 う ものと し
ます．， なお、 支払日、 支払ー方法は立替払委託契約に定める期 日に従 う ものと し、 遅延
損害金の割合等について、 乙は甲に対 し異議申し立てを しません

5 乙は， 甲に対す る支払に要する蜀用 （送金手数料等） を負担する も のと します--
( 乙が甲に対す る求償金の支払を怠った場合は、 前 項々に定める遅延損害金 とは前途、

乙は甲に対 し督促費用の 実費と して 550 円 （内税50 円） を支払 う も のと します．，

第 i 条 （返済金の充当順序）
乙の返済 した金額が本契的に基づき乙が甲に対 して負担する一切の信務を完済させ る
に足り ないと き . ま、 乙に対する何等の通知なく 甲か適当と認める順序 ・ 方法によ り い
ずれの債務に充当しても 乙は甲に対 し異議申し立てを しません-

第 , 条 （連帯保証契約）
あんしん保証株式会社 （以下、 甲という ） と｀ 連帯保·証人 （以下、 丙 とい う ） は、
甲と乙との前記｛呆証委託契約 （以下、 本契約 とい う） に基づ く債務に関 し、 乙の財産
及び奴支の状況、 債務の状況、 担保提供の有無に関する情報提供を受けた う えで、
以下のとお り 合意します，
1 丙は、 本契詢に基·づ＜乙の甲に対する一切の支払債務全般およびそれに付随する一•切の

費用について、 極度額を 「本契約締結時の賃料及び共益費 ・ 管理費の合計額の
24 ヶ月分」 の範囲内で乙と連帯して倍務履行の責任を負います-

5 丙は、 乙の連帯煤 証人と して、 賃貸人等に支払いを した場合においても 、 甲に対し、
求債する こ とはできないものと します゜

！お問い•合わせ ，ご相談窓口 J 
本契約及び連椛保証契約 （以下、 両契約を差 し、 本契約 とい う） についてのお問い合わ
せおよびご相談については、 下記あんしん保証株式会すにご連絡 ください

（ 本契約についてのお問い合わせ ）
あんしん保証株 式会相： 消商者ご相談窓「l 
〒140-0002 東京都品川区東品1114 丁目12 番4 号 品川シーサイ ドパ一ク タ ワ·-9 階
電話 ： 0120-561-440 
受付時間 9, 0 O~l 8 0 0 (土 日祝 日、 当社指定休 日は除く ）
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Zenhoren 全保 連 株 式会 社

I 保 証 会社 控 兼 賃借 人控 I

1 個人情報及び法人情報の取得 管 理 ・利用に関する 同意書及び賃貸借保証委託契約に関する重要事項説明書 I 

個人情報及び法人情報の取得 ・ 管理 ・ 利用に関する 同意事項
賃貸借保証委託契約 （以下「委託契約」と いい、 当該委託契約に係 る ます。）に提供する こ とに同意します。 に係 る開示請求または当該個 人情報 ・ 法人情報及び貸付け情報に
賃貸借保証契約を 「保証契約」 と いいます。） の申込者 （委託契約に ■加盟家賃債務保証情報取扱機関 誤 り があ る 場合の訂正 ・削 除等の申立 を、 加盟 先機 関が定め る
係 る 連帯保証人予定者 を含み ます。また、 委託 契約への申込後、 名 称 ：一般社団法人 全国賃貸保証業協会 （略称 LICC) 手続き及び方法によって行う こ と ができ ます。
委託契約締結に至った者及びその運帯保証人も 含みます。以下、 こ 住 所 ： 〒105-0004 東京都港 区新機 5 丁目 22 番 6 号 第 9 条 （個人情 報の当社への提供）
れらの者を併せて 「申込者」と いいます。）は、 全保連株式会社 （以下 ル ・ グラシェ ル BLDG2 四階 A 申込者は、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、
「当社」と いいます。）が、本条項に従い、申込者の個人情報及び法人 電話番号 ：0570 ー086■ 10 仲 介会社又は緊急連絡先及び同居人等の申込者の関係者が、 申込者
情報を取り 扱う こ とに同意します。 URL : http://jpg.or.jp/ の個人情報を、第 4 条記載の利用目的のために当社に対 し提供する こ
第 1 条（個人情報） [2)申込者は、 当社が申込者等との委託契約締結可否の判断及び委託 と に同意します。
個人情報と は、 以下の個人に関する情報等をいい、 当該情報に含ま 契約又は保証契約の履行・求償権の行使のために、 加盟家賃債務保 第 10 条 （個人情報の開示・訂正等・利用停止等）
れる氏名、 生年月日その他の記述等によ り 特定の個人を識別する こ 証情報取扱機関に照会 し、申込者に関する個人情報が登録さ れてい [1) 当社は、 当社所定の方法によ り 、 申込者等本人から、 当該申込者
と ができ る も の等をいいます。また、 その情報のみで は識別でき な る 場合には、当社が当該情報を利用する こ と に同意 します。 本人が識別さ れる個人情報の間示を求められたと きは、申込者等本
い場合でも 、 他の情報と容易に照合するこ と がで き、 それによ り 特 [3)申込者は、 以下の表に定め る個人情報が加盟家賃債務保証 情報取 人に対 し、遅滞なく 、当該保有個人情報を開示 します。ただし、開示
定の個人を識別する ことができるも の等も個 人情報に含まれます。 扱機関に以下の表に定める 期間登録さ れ、 加盟家賃債務保証情報 する こ と によ り 以下の各号のいずれかに該 当する 場合は、 当社の

①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、職 業、勤務先名称、 取扱機関の会員によ り 申込者と の契約締 結可否の判断及び契約の 判断によ り 個人情報の全部又は一部を開示する こ と はあ り ません。
勤務先住所、 勤務先電話番号及び年収等の入居申込書兼保証 履行 ・ 求償権の行使のために利用さ れるこ と に同意します。 ①申込者本人又は第三者の生命、 身体、 財産その他の権利利益 を
委託 申込書 （以下「申込書」と いい、 申込書に相 当する 書式 を 害する おそれがある 場合。
含みます。）、 委託契約書兼保証契約書に記載さ れた属性情報 登録情報 登録期間 ＠ 当社の業務 の適 正 な実施 に著 しい支障 を及ぼすおそれがあ る
（変更後の情報を含みます）。 場合。

②委託契約に関する情報 （賃貸物件の名称 ・ 所在地、 賃料、 口座 氏名、 生年月日、 住所、 電話番号 ③法令に違反する こ と と なる場合。
情報、契約の種類、契約日、保証開始 日、保証額等を含みます。） 等の本人を特定するための情報 [2)当社は、 当社が保有する個人情報の内容が事実でないこ と が判明

③委託契約に関する賃料支払状況等の取引情 報。
下記の 3 又は 4 のいずれかの登

④運転 免許証、 パス ポー ト及び在留カー ド等に記載さ れた本人 賃貸物件の名称、 住所等賃貸物
録情報が登録さ れている期間 した場合、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに当該

件を特定する ための情報
情報を最新の情報へ訂正追 加又は削除（以下「訂正等」と いいます。）

確認のための情報。 します。
⑤個人の肖像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等にて記録

さ れた映像又は音声情報。 3 委託契約又は保証契約の申込を 当社が加盟家賃債務保証情報取扱
[3) 当社は、 申込者本人から当該本人が識別さ れる個人情 報の利用の

した事実 機関に照会した日から 6 か月間
停止、 消去又は第三者への提供の停止 （以下 「利用停止等」 と いい

⑥裁判所等公共機関、官報、マス メ デイア、電話帳又は住宅地図等 ます。）の請求を受けた場合は、これに応 じます。また、措置を講 じた

において公にさ れている情報。 当社の賃貸人に対する 支払い状
契約期間中及び契約終了後債務

後 は、 遅滞なくその旨を本人に通知 します。ただ し、 以下の各号の
第 2 条 （法人情報） 4 況、 求償金支払請求訴訟及び建

が消滅 してから 5 年間
いずれかに該当する場合は、利用停止等は行いません。

法人情報と は、 以下の法人に関する情報等をいい、 当該情報に含ま 物明渡請求訴訟に関する情報 ①申込者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害
れる法人名 ・ 代表者名 。所在地 ・ 電話番号その他の記述等によ り するおそれがある場合。
特定の法人を識別する こ と がで きる も の等をいいます。また、 その [4) 申込者は、 賃貸 人が賃借人等に対 して建 物明波精 求訴訟を提 起 ②当社の業務 の適 正な実施 に著 しい支障 を及ぼすおそれがあ る
情報のみでは識別でき ない場合でも 、他の情報と 容易に照合する こ した場合にこ れにかかる情報を、賃貸人が当社に対し、 当社が加盟 場合。
と ができ、 それによ り特定の法人を識別する こ と ができ るも の等も 家賃債務保証情報取扱機関に登録する 目的で提供する こ と に同意 〇法令に違反する こ と と なる場合。
法人情報に含まれます。 します。 第 11 条 （個 人情 報の正確性）

①法人名、代表者名、所在地、電話番号、「AX 番号、設立年月日、 [5)原則と して申込者等本人に限 り 、加盟家賃債務保証情報取扱機関に 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確か
資本金、 年商、 従業員等、 事業内容等の、 申込書、 委託契約兼 登録さ れる個 人情報 に係 る 開示請 求又は当該個 人情報 に誤 り が つ最新の内容に保つよ う 努めます。ただし、 委託契約又は保証契約の
保証契約書に記載さ れた属性情報（変更後の情報を含みます）。 あ る場合の訂正、削除等の申立を、加盟家賃債務保証情報取扱機関 申込時又は締結時においてご提供いただいた個 人情報が正確 かつ最

②法人に係る前条第 2 号及び第 3 号に定める情報 が定める 手続き及び方法によって行う こ と がで き ます。 新である こ と については、申込者が責任を負う も のと します。
③登記事項証明書等に記載さ れた法人確認のための情報。 第 8 条 （信用情報機関への登録 ・ 利用等） 第 12 条 （必要情報の提出）
④法人に係る前条第 6 号に定める情報 [1)申込者は、 当社が第 1 条、 第 2 条に該当する個人情報及び法人 申込者は、委託契約の申込、締結又は履行に必要 な情報を提出する こ

第 3 条 （関連する個人情報） 情報を 当社の加盟する以下の信用情報機関 （以下 「加盟先機関」 と と に同意します。
当社は、 緊急連絡先及び同居人等の申込者の関係者に関する個 人 いいます。）に提供するこ と に同意 します。 第 13 条 （本条項不同意の場合の措置）
情報についても 本条項に従つて取り 扱います。 ■加盟先機関 申込者が、 委託契約及び保証契約において必要な記載事項 （申込書、
第 4 条 （個人情報の利用目的） 名 称 ：株式会社 日本信用情報機構 （略称 りICC) 委託契約薔及び保証契約書表面で記載すべき事項） の記載を希望さ
当社が申込者から取得 した個人情報の利用 目的は以下のと お り で 電話番号 ：0570-055-955 れない場合、及び本条項の全部又は一部を承認 でき ない場合には、当
す。本条項に別段の定めがある場合のほか、 利用目的を超 えて個人 URL : https://www.jicc.co.jp 社は委託契約及び保証契約の締結をお断り する 場合があ り ます。ただ
情報を利用する こ と はあ り ません。 [2)当社が加盟 先機 関 及び加 盟先 機関 と 提 携 する 以下の信 用情 報 し、第 4 条④に同意しない場合は、これを理由に当社が委託契約及び

①委託契約及び保証契約の締結可否の判断のため。 機関 （以下 「提携先機関」 と いいます。） に対 して、 申込者について 保証 契約を拒否する こ と はあ り ません。
②委託契約及び保証契約の締結及び履行のため。 照会 をかけた際、 加盟先機関及び提携先機関に申込者の第 1 条、 第 14 条 （審査結果）
③委託契約に基づく求償権の行使のため。 第 2 条に該当する個人情 報及び法人情報、 申込者に対する金融 当社は、委託契約及び保証契約申込についての審査結果を賃貸人、管
④当社のサービスの紹介のため。 機関からの貸付け情報 （以下、 単に「貸付け情報」 といいます。）その 理 会社又は仲 介会社へ通知 します。なお審査結果は審査時点のも の
⑤当社のサービスの品質向上のため。 他の情報 （加盟先機関及び提携先機関の他の加盟会員と 申込者 であり 、契約時点で申込者に著 しい信用状況の変動や、申込内容の変
⑥委託契約も しくは保証契約の付帯商品提供のため。 と の間で締結さ れている金銭消費貸借契約等に係 る 入金日、 入金 更等があ る場合には契約で きない場合があ り ます。又、 当社による 審
⑦ご意見、 ご要望又はご相談について、 確認、 回答又はその他 予定日、残高金額、完済日、延滞 ・ 延滞解消、債権回収、債務整理、 査によ り 、委託契約及び保証契約が受諾さ れない結果と なつた場合で

の対応を行う ため。 保証履行、強制解約、破産申立、債権醸渡等の情報を含みます。）が あっても 、審査内容及び審査の理 由は開示 しません。また、 当社は、法
◎賃貸人及び管理会社 からの委託 に基づ く収納代行事務 を行う 登録さ れている場合、 当社は、 これらの情報の提供を受け、 提供を 令に定められた訂正等 ・ 利用停止等の場合を 除き 、 提供 さ れた個人

ため。 受けたこれらの情報を、 第 4 条の利用目的の定めに関わらず、 申込 情報及び法人情報を含む書面 についてはいかなる 場合にも 返却及び
◎賃貸借契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債 務の 者と 当社と の間で委託契約を締結する こ との可否を審査 する前提 削除 しません。

精算に協力するため。 と なる 申込者 の返 済又 は支払 能力を 調査 ・ 判断する 目的のみに 第 15 条 （個人情報の管理）
第 5 条 （個人情報の第三者への提供） 利用 します [1) 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止す
[1) 当社は、 以下に該当する場合を除くほか、 あらかじめ申込者本人 ■提携先機関 るために、適切なセキュリ ティ 対策の実施に努めます。

の同意を得ず個人情報を第三者に提供する こ と はあ り ません。 ・名 称 ：全国銀行個人信用情報センター [2)当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアク セ
①法令に基づく場合。 電話番号：03 ー3214-5020 スできる 安全な環境下に保管する よ う 努めます。
②人の生命、 身体 又は財産の保護 のため に必要 があ る 場 合で URL :https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 第 16 条 （個人情報及び法人情報取 り 扱い業務の外部委託）

あって、申込者本人の同意を得る こ と が困難である と き。 ・名 称 ：株式会社 シー • アイ ・シー （略称CIC) 当社は、 個 人情報及び法人情報を取り 扱 う 業務の一部又は全部 を外
③公衆衛生の向上又 は児童の健 全な育成 の推 進のために特 に 電話番号 ：0120-810-414 部委託する こ と があ り ます。

必要 があ る 場 合であ って、 申込者 本人の同意 を得 る こ と が りRL : https//www.cic.co: I 第 17 条 （統計データの利用）
困難であ ると き。 (3>'.D 第 1 項で当社が提供するl 人情報及び法人情報のう ち、保証額に 当社は、提供 を受けた個人情報をも と に、個人を特定でき ない形式に

④国の機 関若 し くは地 方公共 団体又はその委託 を受 けた者 が ついての情報は賃貸借申込物件の賃料等 1 カ月分 に相当する額と 加工した統計データ を作成 する こ と があ り ます。当社は、当該データに
法 令の定め る 事務 を 遂行する こ と に対 して協力する 必要 が します。また、 当社が前項の照会をかけた場合の申込者の申込 日 つき何 らの制限なく利用する こ とができるも のと します。
あ る場 合であって、 申込者本人の同意 を得 る こ と によ り 当該 及び申込商品種別等の情報 （以下「申込情報」と いいます。）は、 加盟 第 18 条 （本条項の改定）
事務の遂行に支障を及ぽすおそれがあ ると き 。 先機関に登録さ れ、 この登録期間は、当社が加盟先機関に照会 した 当社は、 法令等の定めがある場合を除き 、 本条項を随時変更するこ と

[2)申込者は、 当社 が申込者の個 人情報を以下の第三者に対 し提供 日から 6 カ月以内です。 かで きるも のと します。
する こ とに同意します。 ②第 1 項で当社が提供する個 人情報及び法人情報が、 加盟先機関 第 19 条 （個人情報保護管理 者）
①第4 条記穀の利用目的の達成のために、 連帯保証 人予定者、 に登録さ れる期間は以下の通り です。 全保連株式会社 個人情報保護管理者 コーポ レー ト本部長

賃借人、 連帯保証人、 賃貸物件の所有者、 賃貸人、 管理会社、 ア 申込者を特定するための情報 （申込者が個 人の場合 ： 氏名、 第 20 条 （問合せ窓口）
仲介会社、調査会社、緊急連絡先若しくは同居人等の申込者の 性別、 生年月日、 住所、 電話番号、 勤務先名称、 勤務先電話 個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又
関係者、 委託契約 も しくは保証契約の付帯商品の提供会社 に 番号等。申込者が法人の場合 ：法人名、 代表者名、 所在地、電 はその他のご 質問、 ご相談若 しくはお問合せにつき ま しては当社ホー
対 し提供する こ と 。 話 番号、設立年月日等） ムページ (https://www.zenhore 唱p> を参照いただくか、 以下の問合

②当社 が申込 者に対 して有する債 権 を譲 渡又は担保 に供 する 契約内容 （第 1 条2 号の情報のう ち、 契約の種類、 契約日、 せ窓口までご連絡 くださ い。なお、 続に際しては、当社所定の手数料
場合、譲渡先又は担保権者に対 し取引に必要な項 目を電送等 保 証 額、 賃 貸物件 の名 称 ・ 所在地 等） 。返 済状 況 （第 1 条 を要 します。
によ り提供する こ と 。 3 号の情報の う ち、 入金 日、 入金予定 日、 完済 日等） • 取引 住 所 ： 東京都新宿区西新宿 1-24-1 

③その他申込者が第三者 に不利益 を及ぼすと 当社 が判断 した 事実 （第 1 条3 号の情報のう ち、 保証履行額、 保証履行日等） 。 担 当部署 ： 全保連株式会社 コ ンプライ アンス 統括部
場合に当該第三者に対し提供する こ と 。 債 権誼 渡の 事 実に関 する 情報 のいずれかが登 録 さ れてい 電話番号 ：03-6327-5843 

第 6 条 （第三者の範囲） る 期間 受付時間 ： 土・日・祝日・当社休業日を除く 9: 00 ~ 18: 00 
以下の場合、個 人情報の提供 を受ける者は、 第三者に該当しないも イ 契約内容 ・ 返済状況 ・ 取引事実に関する情報 第 21 条 澤 用除外）
のと します。 委託契約継続中及び終了後の 5 年以内 申込者が法人の場合、第 7 条は適用外と します。

①当社 が利用 目的の達成に必要な範囲 内において個人情報 の ウ 債権譲渡の事実に関する情報 第 22 条 （特記事項）
取り扱いの一部又は全部を委託する 場合 （なお、 委託先におけ 当該事実の発生日から 1 年以内 当社の契約締結業務の都合上、 申込者が、 当社との間で委託契約（申
る個 人情報の取り 扱いについては当社が責任 を負います）。 ③加盟先機関は、 当社が第 1 項で提供 した個人情報及び法人情報 込者が連帯保証人予定者の場合には、 当社との間で委託契約に係 る

②合併 その他の事由によ る事業の承継に伴 って個 人情報が提供 並びに第 1 号の申込情報を、加盟先機関に登録 している他の加盟 運帯保証契約）を締結するに際して、当社に対 し、本条項と は別の個人
さ れる場合。 会員及び提携先機関に登録 している他の加盟会員に提供 します。 情報の取 り扱いに関する同意書 （以下 「別同意書」 と いいます。） を提出

第 7 条 （家賃債務保証情報取扱機関への登録 ・利用等） これら加盟会員は、当該個人情報及び法人情報並びに申込情報を、 する こ と となる 場合において、 本条項と 別同意書の規定内容が異なる
[1) 申込者は、 当社が個人情報を当社の加盟する以下の家賃債務保 申込者の返済又は支払能力を調査する 目的のみに利用 します。 場合には、 申込者は、 本条項の規定が優先的に適用さ れる こ と につい

証情報取扱機関 （以下「加盟家貫債務保証情報取扱機関」といい ④ 申込者は、 加盟先機関に登録さ れている個 人情報及び法人情報 て同意します。

申込者 は、運転 免許証、バ ス ポー ト及び在留カー ド等の本人確認情報並びに当社の与信判 断に必要 な情報を提 出する こ と に同意する と と も に当社が与信判 断及び委 託契約の締結、管理等に際 し

上記 条項 に従 って当該個 人情 報 ・法人情 報の取扱 いを 行 う こ と 及び裏面記載の「賃貸借保 証委託 契約 に関する 重要事項説明書」の内容 を いずれも 確 認 し、承諾の上、申込を行いま す。

同意した日をご記入ください
申込者署名欄

申込者ご本人が署名してください

20 年 月 日 ※ 法 人 申 込 の 場 合 、

同意日
法 人 名 と 代 表 者 氏 名

同意した日をこ記入ください 連帯保証人予定者ご本人が署名してください

20 年 月 日 連帯保証人予定者

「賃貸借保証委託契約に関する重要事項説明書」の説明を行った不動産会社名をご記入くださ い 説明を行ったご本人が署名してくださ い

不動産会社名 説明者 （署名）

ZHSl 7-043-2205 


